
 

 

地域別まちづくり方針作成にあたっての地域区分の見直し検討 

Ａ案 現行都市計画マスタープランにおける７地域区分                                                      Ｃ案 中学校区域を基本に、東久留米駅周辺区域を独立した８地域区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ案 中学校区域による７地域区分 

 

 

 

 

１．見直し方針 

・地域が活動しやすいまちづくりと整合する地域区分とする。 

・東久留米駅周辺は、駅東西を一体とした地域区分とする。 

・地域区分の数は、現行都市マスと同程度とする。 

 

２．新たな地域区分案 

・中学校区域による７地域区分を基本に、東久留米駅周辺を独立し

た８地域区分とする。 

→よって、Ｃ案を採用したい。 
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